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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
八
十
三
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二
十
条
の
二
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
三
十
八

条
の
四
第
十
八
項
及
び
第
十
九
項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣

 

と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

　

な
お
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
第
九
項
、
第
三
十
八
条
の
四
第
十
九
項
及
び
第
四
十
二
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通

 

省
告
示
第
三
百
九
十
五
号
）
は
廃
止
す
る
。

 

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
二
日

 

国
土
交
通
大
臣　

太
田　

昭
宏　
　

１　

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
第
七
項
、
第
三
十
八
条
の
四
第
十
七
項
及
び
第
四
十
二
条
の
三
第
一

項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
。
第
二
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
十
四

号
に
規
定
す
る
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
の
住

 

戸
の
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
規
模
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六
号
。
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
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一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
が
施
行
規
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該

 

再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
規
模
及
び
構
造
が
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　

再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
各
戸
の
専
有
部
分
（
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
専
有
部
分
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
床
面
積
の
平
均
が
、
次
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
掲
げ
る
住
戸
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

 

れ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
に
定
め
る
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑴　

法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
再
生
前
マ
ン
シ

ョ
ン
」
と
い
う
。
）
に
現
に
居
住
す
る
施
行
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
単
身
者
（
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
単
に
「
単
身
者
」
と
い
う
。
）
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
戸　

二
十
五
平
方

 

メ
ー
ト
ル

⑵　

滅
失
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
（
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
同
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
再
建
敷
地
の
上
に
存
し
て
い
た
も
の
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
滅
失
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
に
そ
の
滅
失
の
時
に
お
い
て
居
住
し
て
い
た
単
身
者
の
居

 

住
の
用
に
供
す
る
住
戸　

二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

⑶　

再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
に
現
に
居
住
す
る
六
十
歳
以
上
の
者
（
単
身
者
を
除
き
、
そ
の
者
の
有
す
る
再
生

前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
（
法
第
二
条
第
一
項
第
三
十
号
に
規
定
す
る
区
分
所
有
権
を
い
う
。
）
又
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は
敷
地
利
用
権
（
同
項
第
三
十
五
号
に
規
定
す
る
敷
地
利
用
権
を
い
う
。
）
の
価
額
を
考
慮
し
て
、
再
生

後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
専
有
部
分
の
床
面
積
を
を
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
た
め
に
必
要
な
費

用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
都
道
府
県
知
事
（
市
の
区
域
内
に
あ
っ
て
は
、
当
該
市
の
長
。
以

下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
戸　

三
十
平

 

方
メ
ー
ト
ル

⑷　

滅
失
マ
ン
シ
ョ
ン
に
そ
の
滅
失
の
時
に
お
い
て
居
住
し
て
い
た
六
十
歳
以
上
の
者
（
単
身
者
を
除
き
、

そ
の
者
の
有
す
る
敷
地
共
有
持
分
等
（
法
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
敷
地
共
有
持
分
等
を
い
う
。

）
の
価
額
を
考
慮
し
て
、
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
専
有
部
分
の
床
面
積
を
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
と
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
都
道
府
県
知
事
等
が
認
め
る
者
に
限

 

る
。
）
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
戸　

三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

 

⑸　

⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
住
戸
以
外
の
住
戸　

四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

ロ　

再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
構
造
が
、
各
戸
の
界
壁
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第

三
百
三
十
八
号
）
第
七
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
耐
力
壁
で
あ
る
界
壁
を
除
く
。
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
配
置
の
変
更
に
よ
り
、
各
戸
の
専
有
部
分
の
床
面
積
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

 

こ
と
。

２　

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
条
の
二
第
九
項
及
び
第
三
十
八
条
の
四
第
十
九
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
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臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
マ
ン
シ
ョ
ン
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
売
却
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン

」
と
い
う
。
）
の
住
戸
の
規
模
の
基
準
は
、
売
却
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
各
戸
の
専
有
部
分
の
床
面
積
が
、
次
の
各

 

号
に
掲
げ
る
住
戸
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一　

施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
計
画
に
記
載
さ
れ
た
売
却
再
建
マ

ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
で
あ
っ
て
、
法
第
四
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
（
第
三
号
に
お
い

て
単
に
「
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
に
現
に
居
住
す
る
単
身
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
も
の　

二
十

 

五
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

前
号
の
計
画
に
記
載
さ
れ
た
売
却
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
で
あ
っ
て
、
滅
失
し
た
マ
ン
シ
ョ
ン
で
法
第
二

条
第
一
項
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
売
却
敷
地
の
上
に
存
し
て
い
た
も
の
（
第
四
号
に
お
い
て
「
滅
失
マ
ン
シ

ョ
ン
」
と
い
う
。
）
に
そ
の
滅
失
の
時
に
お
い
て
居
住
し
て
い
た
単
身
者
の
居
住
の
用
に
供
す
る
も
の　

二
十

 

五
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

第
一
号
の
計
画
に
記
載
さ
れ
た
売
却
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
で
あ
っ
て
、
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
に
現
に
居

住
す
る
六
十
歳
以
上
の
者
（
単
身
者
を
除
き
、
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
分
配
金
（
次
号

に
お
い
て
単
に
「
分
配
金
」
と
い
う
。
）
の
価
額
を
考
慮
し
て
、
売
却
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
専
有
部
分

の
床
面
積
を
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
都
道

 

府
県
知
事
等
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）
の
居
住
の
用
に
供
す
る
も
の　

三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
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四　

第
一
号
の
計
画
に
記
載
さ
れ
た
売
却
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
で
あ
っ
て
、
滅
失
マ
ン
シ
ョ
ン
に
そ
の
滅
失

の
時
に
お
い
て
居
住
し
て
い
た
六
十
歳
以
上
の
者
（
単
身
者
を
除
き
、
分
配
金
の
価
額
を
考
慮
し
て
、
売
却
再

建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
専
有
部
分
の
床
面
積
を
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
負

担
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
都
道
府
県
知
事
等
が
認
め
る
者
に
限
る
。
）
の
居
住
の
用
に
供
す
る
も
の　

三

 

十
平
方
メ
ー
ト
ル

 

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
住
戸
以
外
の
住
戸　

四
十
平
方
メ
ー
ト
ル

３　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
住
宅
事
情
の
実
態
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

項
の
売
却
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
規
模
の
基
準
を
、
同
項
各
号
に
定
め
る
値
以
下
で
都
道
府
県
知
事
等
が
定

め
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
売
却
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の

 

規
模
及
び
構
造
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

売
却
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
各
戸
の
専
有
部
分
の
床
面
積
の
平
均
が
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
住
戸
の
区
分
に
応

 

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二　

売
却
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
の
住
戸
の
構
造
が
、
各
戸
の
界
壁
の
配
置
の
変
更
に
よ
り
、
各
戸
の
専
有
部
分
の
床

 

面
積
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

附　

則

こ
の
告
示
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
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律
第
八
十
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

 
附　

則　

（
令
和
元
年
五
月
三
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
九
九
号
）

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

附　

則　

（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
五
〇
三
号
）

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

附　

則　

（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
告
示
第
二
九
〇
号
）

こ
の
告
示
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
同
法
附
則
第
一

 

条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


